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【共通事項】

〇利用時間
・午前９時 ～ 午後９時

＊最終受付時刻は午後８時

開館日は、ALSOKぐんま総合スポーツセンターと同様

〇利用種目
・アーチェリー競技（個人利用・専用利用）のみ

＊他の競技には使用できません。

〇利用者
公益社団法人全日本アーチェリー連盟制定「環境宣言」「安全宣言」「安

全規定 ＊ アーチャーの安全マナー ＊」を遵守すること。

（過去１年以内に安全講習会を受講したものであることが望ましい）

【専用利用】
〇専用利用対象者
・センターに利用登録された団体で、使用申請をした団体。

（ぐんまアリーナにて受付）

〇専用利用対象事業
・センター及び県アーチェリー協会等が主催・主管する事業

・センターに利用登録した団体が開催する事業（但し、アーチェリー競技に限る）

〇利用料金
・利用料金につきましてはぐんまアリーナ受付までお問合せ下さい。

027(234)1200
【注意事項】
＊許可外の距離を射った場合には、３ヶ月間の利用停止となります。

＊高校生以下の方が利用する場合は、引率者又は指導者の同行が必要と

なります。その場合はＩＤをお渡ししますので必ず受付時に申し出て

ください。

【個人利用】
〇個人利用対象者

・個人で弓具一式を所持している者

＊記録は、全日本アーチェリー連盟公認記録あるいは、センター又は都
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道府県アーチェリー協会・連盟主催の記録会等の得点にて確認いたします。

＊下記の利用基準表に該当する者

・記録は、過去２年以内のものに限ります。記録がない場合は、過去にいかなる実績

がある場合でも２０ｍまでしか利用できません。

＊個人利用時の留意点

・上記個人利用としての条件を満たし、利用可能な距離のみと

なります。

・予約は不要です。

（専用利用が入っている場合は利用できないことがあります）

利用基準表
★リカーブボウ
☆個人利用にて練習することが可能な距離は以下の通り

リ カ ー ブ ボ ウ

２０ｍまで どなたでも利用可能

〇インドア４０㎝標的面を使用して１８ｍ６０射で２４０点以上を

３０ｍまで ２回以上記録した者

〇８０㎝標的面を使用して１８ｍ３６射で３００点以上を２回以上

記録した者

〇８０㎝標的面を使用して３０ｍ３６射で２００点以上を２回以上

記録した者

〇８０㎝標的面を使用して３０ｍ３６射で２６０点以上を２回以上

５０ｍまで 記録した者

〇１２２㎝標的面を使用して７０ｍ３６射で１６０点以上を２回以

上記録した者

６０ｍまで 〇８０㎝標的面を使用して５０ｍ３６射で２４０点以上を２回以上

記録した者

〇８０㎝標的面を使用して３０ｍ３６射で２８０点以上を２回以上

記録した者

〇８０㎝標的面を使用して３０ｍ３６射で２８０点以上を２回以上

７０ｍまで 記録した者

〇８０㎝標的面を使用して５０ｍ３６射で２４０点以上を２回以上

記録した者

〇１２２㎝標的面を使用して７０ｍ３６射で２００点以上を２回以

上記録した者

９０ｍまで 〇１２２㎝標的面を使用して７０ｍ３６射で２５０点以上を２回以

上記録した者

★コンパウンドボウ
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☆コンパウンドボウ使用者に当たっての留意点について

・コンパウンドボウを使用する場合には、射場北東（管理棟から一番

遠い場所）にて使用すること。

☆個人利用にて練習することが可能な距離は以下の通り

コ ン パ ウ ン ド ボ ウ

２０ｍまで どなたでも利用可能

３０ｍまで 〇インドア４０㎝－ C 標的面を使用して１８ｍ６０射で２４０点以
上を２回以上記録した者

〇８０㎝６リング標的面を使用して１８ｍ３６射で３３０点以上を

２回以上記録した者

〇８０㎝６リング標的面を使用して５０ｍ３６射で２５０点以上を

２回以上記録した者

５０ｍまで 〇８０㎝６リング標的面を使用して３０ｍ３６射で３３０点以上を

２回以上記録した者

〇８０㎝６リング標的面を使用して５０ｍ３６射で２８０点以上を

２回以上記録した者

７０ｍまで 〇８０㎝６リング標的面を使用して５０ｍ３６射で３００点以上を

２回以上記録した者

９０ｍまで 〇１２２㎝標的面を使用して７０ｍ３６射で３００点以上を２回以

上記録した者

★ベアボウ
☆ベアボウ使用者に当たっての留意点について

☆個人利用にて練習することが可能な距離は以下の通り

ベ ア ボ ウ

２０ｍまで どなたでも利用可能

３０ｍまで 〇インドア４０㎝標的面を使用して１８ｍ６０射で２２０点以上を

２回以上記録した者

〇８０㎝標的面を使用して１８ｍ３６射で２４０点以上を２回以上

記録した者

〇８０㎝標的面を使用して３０ｍ３６射で１６０点以上を２回以上

記録した者

４０ｍまで 〇８０㎝標的面を使用して３０ｍ３６射で１８０点以上を２回以上

記録した者

〇１２２㎝標的面を使用して５０ｍ３６射で１３０点以上を２回以

上記録した者

５０ｍまで 〇８０㎝標的面を使用して３０ｍ３６射で２１０点以上を２回以上

記録した者

〇１２２㎝標的面を使用して５０ｍ３６射で１６０点以上を２回以
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上記録した者

６０ｍまで 〇８０㎝標的面を使用して３０ｍ３６射で２３０点以上を２回以上

記録した者

〇１２２㎝標的面を使用して５０ｍ３６射で１７０点以上を２回以

上記録した者

＊個人利用の時間区分

① 9：00 ～ 11：00 ② 11：00 ～ 13：00 ③ 13：00 ～ 15：00
④ 15：00～ 17：00 ⑤ 17：00～ 19：00 ⑥ 19：00～ 21：00

＊個人利用料金
・一般（各時間帯）・・・・・・・・・２時間：２００円

・高齢者、高校生以下、障害者 ・・・２時間：１００円

・高校生以下の障害者 ・・・・・・・２時間： ５０円

【注意事項】
・アーチェリー場への出入り時は弓具を必ずボウケースに収納し

て下ださい。（注１）

・弓具の組み立て及び分解は射場内で行って下さい。（注２）
（組み立てた状態の弓は射場外(駐車場を含む)では持ち運ばないでください。）

・ボウケースなど個人の所有する物は、南側にある棚に必ず収

納してください。

・専用利用のない場合の個人利用の定員は５７名です。

・射場の一部に専用利用団体がある場合は、専用利用以外のレ

ーンを他の利用者と譲り合って利用してください。

・進行は音響信号（ブザー、ホイッスル等）で管理します。

同時行射・同時矢取りを厳守してください。（注２）

・射場外に絶対に射たないでください。（注３）

・貴重品は更衣室内にあるロッカー又は、個人で責任を持って

管理してください。

・更衣室へのボウケースの持ち込みは禁止します。（注２）

・許可外の距離は絶対に射たないでくでさい。 （注２）

・専用利用時には、各利用団体の責任者の確認（個人登録済み者）

が必要となります。

・高校生以下の方が利用する場合は、引率者又は指導者の同行が必
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要となります。その場合はＩＤをお渡ししますので必ず受付時に申し

出てください。

＊注１：ボウケースが無い場合は利用をお断りします。

＊注２：注意事項を守れない場合は、当アーチェリー場の利用をお断りしま

す。

＊注３：故意、過失に関わらず射場外に射った場合、それに伴う損害が発

生した場合は、損害賠償請求を行います。

【利用の流れ】
（１）初めて個人で利用する方

＊必ずボウケースに弓具を収納して来場すること

① アーチェリー場受付で、過去２年間の公式記録と運転免許証等の本人を特定で

きる物をスタッフに提示する。

② 受付で、「個人利用登録用紙」に必要事項を記入して提出する。

③ スタッフから認定証を受け取り必要事項を記入し、署名捺印する。

（認定証は、次回利用時に写真を貼り持参する。有効期限は２年間）

（更新条件は有効期間満了日までの直近１年間で当施設を一度でも利用してい

ること）

④ 券売機にて個人利用券を購入し、認定証とともに個人利用券をスタッフに提出

する。（射場位置等の確認）

⑤ 射場にて弓を組み立てる等の準備をしてから利用する。

（利用を希望する距離の的がない場合は的の設置が必要となります）

⑥ 弓の組み立て等の準備が終わったら、ボウケースは南側後方の棚にしまう。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 活 動 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

⑦ 退場する際は、射場内にて弓を分解し、片付けを済ませた上でスタッフに申告す

る。（認定証返却）なお、超過時間がある場合は、券売機にて精算していただき

ます。
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（２）２回目以降の利用について

＊必ずボウケースに弓具を収納して来場すること

① アーチェリー場内の受付で、認定証と利用券をスタッフに提出する。

（認定証を忘れた場合は利用出来ません。）

② 射場にて弓を組み立てる等の準備をしてから利用する。

（利用を希望する距離の的がない場合は的の設置が必要となります）

③ 弓の組み立て等の準備が終わったら、ボウケースは南側後方の棚にしまう。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 活 動 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

④ 退場する際は、射場内にて弓を分解し、片づけを済ませた上でスタッフに申告す

る。（認定証返却）なお、超過時間がある場合は、券売機にて精算していただき

ます。

＊夜間に利用する場合は、個人利用券の他に照明利用券を購入し、受付に提出してく

ださい。

【屋内練習場利用について】
・屋内練習場利用を希望される場合は、受付に申し出てください。

・屋内練習場の防矢ネットを丁寧に扱うこと。万一損害を与えた場合は、損害相当

額を弁償していただきます。

＊屋内練習場の使用可能距離は、３０ｍまでです。

★新型コロナウイルス等の感染症が発生した場合、その拡大防止のため屋内練習場の

利用が出来なくなることがあります。その場合、利用が可能となりましたらセンタ

ー HP等で告知します。

【専用利用の申請、利用の流れ】
・別資料「ALSOK ぐんま総合スポーツセンター利用案内」３ページに記載のあるも
のを参照してください。

なお、専用利用にて射てる方は、専用利用を申請した団体が提出した名簿記載者の

みになります。また、各団体の利用時にアーチェリー場にて責任者の確認（個人登録

済みの者）が必要となります。

・その他、注意事項は個人利用時の留意点を参照すること。

【アーチェリー場の利用にあたり】

■利用制限
次のいずれかの一つに該当する場合は入場できません。また、利用中に

該当した場合は利用を中止させていただくことがあります。

・飲酒している方
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・感染症の疑いのある方

・他人に危害を及ぼし又は他人の迷惑となる行為を行う方

・このアーチェリー場を利用することがその方にとって危険であると認められる場合

・暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法律７７号）第２条第２号

に規定する暴力団の利益になるとき

・その他アーチェリー場の管理上支障があると認められるとき

■ルール・マナー（安全確認等）
・行射の前に弓具の点検を行い、開始前・終了後にはクイーバー内の矢の本数の確認を

お願いします。

・１エンドの行射は原則的には４分間で６本以内とし、同時行射、同時矢取りとします。

・引き分け、引き戻しはなるべく矢を水平に保ち行ってください。

・どの距離においても決められたシューティングラインより行射してください。

・いかなる場合でも、絶対に人に向かって弓を引かないでください。

・射っている人の前方、又は前側に立たないでください。

・ターゲット付近に人がいないか確認の上、行射してください。

・他の人が射っている最中に、決してターゲットに近づかないでください。

・空に向かって射たないでください。

・自分のドローレングス（矢尺）より短い矢を引いてはいけません。



ALSOKぐんま総合スポーツセンター
０２７（２３４）１２００

（公財）群馬県スポーツ協会
０２７（２３４）５５５５


